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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原励起光を発する窒化物半導体発光素子と、一次蛍光体部材と、二次蛍光体部材とを有
して構成される発光装置であって、
　一次蛍光体部材は、原励起光によって励起されて一次蛍光を発する一次蛍光体を含んで
いるとともに、板状に形成されており、
　二次蛍光体部材は、前記一次蛍光によって励起されて二次蛍光を発する二次蛍光体を含
んでいるとともに、一次蛍光体部材に対して窒化物半導体発光素子と同じ側に設けられた
反射面上に、層状に形成されており、
　一次蛍光体部材は、原励起光が二次蛍光体部材を透過することなく一次蛍光体に照射さ
れ得るように配置され、
　二次蛍光体部材は、一次蛍光体部材から窒化物半導体発光素子側に放射される一次蛍光
が二次蛍光体に照射され得るように配置され、
　上記構成によって、
（ａ）一次蛍光体部材から窒化物半導体発光素子側とは反対側に放射される一次蛍光と、
（ｂ）一次蛍光体部材から窒化物半導体発光素子と同じ側に放射された一次蛍光によって
励起されることで二次蛍光体部材から放射され、一次蛍光体部材を窒化物半導体発光素子
側から透過する二次蛍光とが、
出力光とされることを特徴とする、発光装置。
【請求項２】
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　窒化物半導体発光素子が実装される底面と、該底面を取り囲む漏斗状の反射面とを備え
る凹部を有し、一次蛍光体部材が該凹部の開口を塞いでおり、二次蛍光体部材が該反射面
上にコーティングされている、請求項１記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒化物半導体発光素子（以下、「ＧａＮ系発光素子」とも呼ぶ）と、蛍光体
とを組み合わせて構成される発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　励起光源として波長３８０ｎｍ～４８０ｎｍの近紫外～青色光を発するＧａＮ系発光素
子を用い、該素子から発せられる励起光によって蛍光体を発光させるよう構成された発光
装置が知られている。
　ここでいう蛍光体とは、蛍光を発し得る物質そのもの（有機または無機の化合物や、こ
れに特定の元素が添加されたものなど）であって、実使用上では、蛍光体は微粒子状とさ
れ、樹脂、低融点ガラス等の透明媒体中に分散させてなる蛍光体部材などとして用いられ
る場合が多い。一般に、蛍光体は、塊状よりも微粒子状として用いた方が、波長変換効率
が向上する。
　以下、黄色光を発する蛍光体を黄色蛍光体と呼び、同様に、他の色の蛍光を発する蛍光
体についても、その蛍光の色の名を冠して、例えば、赤色蛍光体、緑色蛍光体、青色蛍光
体などと呼んで、従来技術および本発明を説明する。
【０００３】
　特許文献１には、ＧａＮ系発光素子として青色ＬＥＤと黄色蛍光体とを組み合わせ、青
色光（一部が黄色蛍光体を励起し、一部がそのまま出力光となる）と黄色光とからなる、
２色の補色による白色光を発する発光装置が開示されている。以下、青色光と黄色光とか
らなるような２色の補色による白色光を、光の３原色光を含んだ白色光と区別するために
、擬似白色光とも呼ぶ。
　擬似白色光は、光の３原色が揃っていないために演色性が好ましくないので、電光掲示
板やバックライトなど、白色光であること（デザイン上、白色に見えること）だけが求め
られる用途に用いられている。
【０００４】
　特許文献２には、ＧａＮ系発光素子と、ＲＧＢ（赤色、緑色、青色）の３原色光をそれ
ぞれに発する３種類の蛍光体とを組み合わせた白色発光装置が記載され、さらには、蛍光
体として３原色光以外の色の光を発する蛍光体を追加し、白色光スペクトルの補強や修飾
を行うことも記載されている。
　このような３原色光またはそれ以上の色の光を含んだ白色光は、演色性が良好であり、
照明用途として期待されている。
【０００５】
　特許文献３には、ＧａＮ系発光ダイオード（ＧａＮ系ＬＥＤ）から発せられる紫外線（
原励起光）によって第一次の蛍光体（一次蛍光体）を励起し、そこから発せられる一次蛍
光によってさらに第二次の蛍光体（二次蛍光体）を励起し二次蛍光を発生させ、一次蛍光
と二次蛍光とを合成して白色光を得る技術が開示されている。励起をこのように多段階的
に行う構成は、「カスケード励起」などと呼ばれている。
　半導体発光素子と一次蛍光体とによって構成された一段階励起の発光装置では、発光素
子の発光波長が変動し易いために、一次蛍光の強度も大きく変動する。これに対して、蛍
光体は、半導体発光素子と比べて発光波長が変動し難いという性質を有するので、カスケ
ード励起では、一次蛍光が、強度の面で変動するとしても、波長の面での変動が小さいた
めに、二次蛍光の強度の変動はより改善されるという利点がある。
【０００６】
　図８は、上記特許文献１～３などの従来の発光装置、特にカスケード励起を行っている
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発光装置において、発光素子と、一次蛍光体と、二次蛍光体とがどのような形態にて発光
装置として組立てられているかを模式的に示した断面図である。
　図８（ａ）の例では、近紫外光（原励起光）Ｌ１０を発するＧａＮ系ＬＥＤ（励起光源
）１１０がステム１００内に実装されており、蛍光体部材１２０は板状部材（波長変換板
）として形成され、ステム１００の開口を塞いでいる。
　また、図８（ｂ）の例では、ＧａＮ系ＬＥＤ１１０がステム１００に実装されているが
、蛍光体部材１２１は、板状ではなく、ステムのキャビティ内に充填された態様となって
いる。
【０００７】
　図８（ａ）、（ｂ）のいずれの態様でも、蛍光体部材を構成する透明基材中に、一次蛍
光体としての青色蛍光体と、二次蛍光体として必要な色の数だけ異なる種類の蛍光体（例
えば、赤色蛍光体、緑色蛍光体など）の粒子１３０が分散している。図ではこれらの蛍光
体粒子を、黒点で模式的に示している。
【０００８】
　原励起光Ｌ１０が蛍光体部材に照射されると、先ず、一次蛍光体（青色蛍光体）から一
次蛍光（青色光）が発せられ、該青色光によって各二次蛍光体から赤色光、緑色光が発せ
られる。青色光は励起光としてだけでなく出力光としても利用され、これら青色、赤色、
緑色の光によって白色光ＬＷが出力される構成となっている。
【０００９】
　しかしながら、上記のようなカスケード励起を行う発光装置の構成について、本発明者
等が詳細に検討したところ、蛍光体部材の態様に次のような問題が存在していることがわ
かった。
　該問題とは、蛍光体部材が、一次蛍光体、二次蛍光体を共に粒子状とし、これらを混合
して１つの基材中に分散させた構成であることに起因する問題である。
　微粒子状の蛍光体を樹脂などの基材中に分散させる場合、液状の基材原料に、あるいは
加熱等によって流動性を有する状態とされた基材材料に、微粒子状の蛍光体を混ぜ合わせ
て分散させ、成形型やステムの所定の位置などに配置した状態で硬化させるという製造工
程を経る。
　しかし、基材が硬化するまでに蛍光体粒子が沈降し、基材中での分散は不均一となる。
しかも、沈降の速度は、粒子の大きさ、形状および表面状態、蛍光体の種類毎での粒子と
基材との比重差、硬化前の基材の粘度等により異なり、また、均一な粒径を持つ蛍光体粉
末は一般に入手困難である。よって、基材中における一次蛍光体粒子と二次蛍光体粒子の
空間的な分布の状態を制御することは困難である。
　このために、次の（ａ）～（ｃ）の量が製品毎に常に一定とならず、出力光に含まれる
一次蛍光の強さと二次蛍光の強さとの比率が安定しないために、製品毎に白色光の品質が
異なるという問題が生じる。
　（ａ）蛍光体部材中に入射した原励起光のうち、二次蛍光体によって吸収、散乱を受け
ながら、最終的に一次蛍光体に到達し得る原励起光の量。
　（ｂ）一次蛍光体から発せられた一次蛍光のうち、一次蛍光体自体によって散乱されな
がら、二次蛍光体に到達し得る一次蛍光の量、および外部に出射される一次蛍光の量。
　（ｃ）二次蛍光体から発せられた二次蛍光のうち、一次蛍光体および二次蛍光体によっ
て散乱されながら、外部に出射される二次蛍光の量。
【特許文献１】特開平７－９９３４５号公報
【特許文献２】特開２００４－１４９４２号公報
【特許文献３】特開２００３－１４７３５１号公報
【特許文献４】特開２０００－３３１９４７号公報
【特許文献５】特開２００２－２８０６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明の課題は、上記問題を解決し、ＧａＮ系発光素子と蛍光体とによってカスケード
励起を行うよう構成された発光装置に対して、出力光に含まれる主要波長成分毎の強度の
比率を、製品毎に、より安定させ、該発光装置が白色発光装置である場合においては、白
色光の品質のばらつきを抑制し得る構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、次の特徴を有するものである。
（１）原励起光を発する窒化物半導体発光素子と、一次蛍光体部材と、二次蛍光体部材と
を有して構成される発光装置であって、
　一次蛍光体部材は、原励起光によって励起されて一次蛍光を発する一次蛍光体を含んで
いるとともに、板状に形成されており、
　二次蛍光体部材は、前記一次蛍光によって励起されて二次蛍光を発する二次蛍光体を含
んでいるとともに、一次蛍光体部材に対して窒化物半導体発光素子と同じ側に設けられた
反射面上に、層状に形成されており、
　一次蛍光体部材は、原励起光が二次蛍光体部材を透過することなく一次蛍光体に照射さ
れ得るように配置され、
　二次蛍光体部材は、一次蛍光体部材から窒化物半導体発光素子側に放射される一次蛍光
が二次蛍光体に照射され得るように配置され、
　上記構成によって、
（ａ）一次蛍光体部材から窒化物半導体発光素子側とは反対側に放射される一次蛍光と、
（ｂ）一次蛍光体部材から窒化物半導体発光素子と同じ側に放射された一次蛍光によって
励起されることで二次蛍光体部材から放射され、一次蛍光体部材を窒化物半導体発光素子
側から透過する二次蛍光とが、
出力光とされることを特徴とする、発光装置。
（２）窒化物半導体発光素子が実装される底面と、該底面を取り囲む漏斗状の反射面とを
備える凹部を有し、一次蛍光体部材が該凹部の開口を塞いでおり、二次蛍光体部材が該反
射面上にコーティングされている、上記（１）に記載の発光装置。
【発明の効果】
【００１２】
　背景技術の説明で述べたとおり、従来のカスケード励起で用いられる蛍光体部材の態様
は、図８に示したように、一次蛍光体、二次蛍光体を共に粒子状とし、１つの基材中に両
方を混合したものであった。
　しかし、このような分散のさせ方であっても、従来では、十分に均等な分散が、常に再
現性良く得られていると考えられており、出力光に含まれる一次蛍光と二次蛍光との比率
についても常に同程度となるとされて、何らの問題点も提起されることはなかった。
【００１３】
　これに対して、本発明では、図１に例示するように、一次蛍光体と二次蛍光体とを１つ
の基材中に混ぜ合わせることはせず、互いに異なる空間領域に分かれて独立的に存在する
ように、一次蛍光体は一次蛍光体部材に含め、二次蛍光体は二次蛍光体部材に含めて、こ
れら一次蛍光体部材と二次蛍光体部材とを互いに独立した別の部材として配置している。
【００１４】
　一次蛍光体部材と二次蛍光体部材とが、互いに独立した別の部材であるとは、それぞれ
の部材が独立した１つの部品として別々に取り扱うことができる態様だけでなく、一次蛍
光体部材と二次蛍光体部材とが互いに積層された状態のように、取り扱い上は不可分であ
っても、一次蛍光体と二次蛍光体とが、互いに異なる空間領域に分かれて集合し、互いに
混ざり合うことなく存在し得る態様であればよい。
【００１５】
　本発明の構成によって、一次蛍光体と二次蛍光体とが、確実に所望の異なる空間位置へ
と分けられるので、原励起光が二次蛍光体による吸収や散乱をうけることなく一次蛍光体
に到達し得る。よって、一次蛍光体に到達する原励起光の量を制御し易くなる。
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　同様に、二次蛍光体に到達する一次蛍光の量も、外部に出射される一次蛍光と二次蛍光
の割合も制御し易くなり、製品毎の出力光の品質のばらつきは少なくなる。
【００１６】
　また、蛍光体粒子を基材中に分散させる場合、各蛍光体の種類毎の最適分散条件は一般
的にみて同じではないため、同時に基材中に分散させる蛍光体の種類が多くなるほど、最
適な製造条件が狭くなる。
　本発明のように、一次蛍光体部材と二次蛍光体部材とを互いに独立した別の部材として
分けることによって、蛍光体粒子を基材中に好ましく分散させるための製造条件が狭くな
るという問題を避けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明による発光装置は、図１（ａ）、（ｂ）に構成の一例を模式的に示すように、原
励起光Ｌを発するＧａＮ系発光素子Ｓと、一次蛍光体部材１と、二次蛍光体部材２とを少
なくとも有して構成される。
　一次蛍光体部材１は、一次蛍光体１０を含んでいる。該蛍光体１０は、原励起光Ｌによ
って励起され一次蛍光Ｌ１を発する物質である。一次蛍光体部材１は、原励起光Ｌが一次
蛍光体１０に十分に照射され、十分な一次蛍光Ｌ１を発し得るように、原励起光Ｌに対し
て、位置、姿勢などを選択されて配置されている。
　また、二次蛍光体部材２は、二次蛍光体２０を含んでいる。該蛍光体２０は、一次蛍光
Ｌ１によって励起されて二次蛍光Ｌ２を発する物質である。二次蛍光体部材２は、一次蛍
光Ｌ１が二次蛍光体に十分に照射され、十分な二次蛍光Ｌ２を発し得るように、一次蛍光
Ｌ１に対して、位置、姿勢などを選択されて配置されている。
　ここで重要な点は、上記発明の効果で述べたとおり、一次蛍光体粒子と、二次蛍光体粒
子とが、互いに混合されることなく、互いに異なる空間領域に分かれて独立的に位置して
いること、即ち、両蛍光体粒子が、互いに独立した別の部材中に存在している点にある。
この構成によって、発明の効果で述べた作用効果が得られる。
【００１８】
　励起光源であるＧａＮ系発光素子は、ＬＥＤ、ＬＤ（半導体レーザ）など、発光部の材
料に窒化物半導体が用いられた種々の発光素子であればよいが、一般的な照明装置、表示
装置を構成するための励起光源としてはＧａＮ系ＬＥＤが好ましい。
　窒化物半導体とは、ＩｎＡＧａＢＡｌＣＮ（０≦Ａ≦１、０≦Ｂ≦１、０≦Ｃ≦１、Ａ
＋Ｂ＋Ｃ＝１）で示される化合物半導体であって、例えば、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ
、ＩｎＧａＮなどが重要な化合物として挙げられる。
【００１９】
　ＧａＮ系発光素子の発光波長に限定はないが、原励起光として種々の色の蛍光体を励起
するためには、より高いエネルギーを持つ光であることが好ましく、青色から紫外に至る
短い波長、即ち、３６０ｎｍ～４８０ｎｍの範囲内に属する波長が好ましい。
　特に、このような発光波長となるように組成比を決定されたＩｎＡＧａ１－ＡＮを発光
層に用いたＧａＮ系発光素子は、高い発光効率を有するために、高出力となり、励起光源
として好ましい。また、そのようなＩｎＡＧａ１－ＡＮを井戸層とする、単一量子井戸（
ＳＱＷ）または多重量子井戸（ＭＱＷ）構造の発光層を用いたものは、更に高効率となり
、好ましい。この場合の量子井戸構造中の障壁層の材料としては、ＧａＮなどが挙げられ
る。
【００２０】
　出力光を白色光とし、その白色光を作り出すための少なくとも３原色光（ＲＧＢ３波長
光）を全て蛍光体によって作り出す構成とするならば、ＧａＮ系発光素子の発光波長は、
４１０ｎｍ以下の近紫外線とすることが好ましく、３８０ｎｍ～４１０ｎｍがより好まし
い。これは、前記の通り、ＩｎＡＧａ１－ＡＮからなる発光層を有する高効率、高出力の
ＧａＮ系発光素子を励起光源として使用できるとともに、３８０ｎｍ～４１０ｎｍという
波長域において高い励起効率を示すＲＧＢの蛍光体が入手可能であるからである。
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　また、励起光を青紫光～青色光（波長４００ｎｍ～４８０ｎｍ）などとし、出力光の一
部として、一次蛍光や二次蛍光とともに出射されるように発光装置を構成してもよい。
【００２１】
　ＧａＮ系発光素子の素子構造に限定はなく、公知のどのようなＧａＮ系発光素子を用い
てもよいが、同じ電流でより高い出力が得られるものが好ましい。
　図２は、ＧａＮ系ＬＥＤの好ましい素子構造の一例を示す模式図であって、結晶基板（
サファイア基板など）３０上に、ＧａＮ系低温成長バッファ層３０ｂを介して、順に、ｎ
型コンタクト層３１、発光部３５（ｎ型クラッド層３２／ＭＱＷ発光層（詳細な積層構造
は図示せず）３３／ｐ型クラッド層３４）、ｐ型コンタクト層（複数層の構造とされる場
合があるが詳細には図示せず）３６が気相成長によって積層され、各コンタクト層に、ｎ
電極Ｐ１、ｐ電極Ｐ２が設けられている。
　同図の例では、説明のために結晶基板３０を下側として描いているが、ｐ電極Ｐ２を実
装用基板側に向けて回路に直接接続し結晶基板３０を上にする実装（所謂フリップチップ
実装）を行って基板裏面から光を取り出し、その光を蛍光体部へ照射する構成であっても
よい。
【００２２】
　図２の例では、結晶基板３０の上面（ＧａＮ系結晶層が成長する面）には、好ましい態
様として凹凸４０が加工されている。この凹凸によってＧａＮ系結晶層の転位密度が低減
され、発光部における発光効率がより高められる（内部量子効率の向上）。また、この凹
凸は、素子内で発生した光を閉じ込めたままにせず、より多く外界に出す作用を示す（外
部量子効率の向上）。これらの作用があいまって、高出力のＧａＮ系ＬＥＤが得られる。
このような素子構造とする場合、該凹凸面を通してより多くの光を外界に取り出す点から
は、前記のフリップチップ実装用の素子とするのが好ましい態様である。
【００２３】
　ＧａＮ系発光素子を構成するための結晶基板、バッファ層、基板上への結晶成長技術、
発光素子構造、実装技術などについては、従来公知の技術を参照すればよい（特許文献４
、５）。
【００２４】
　一次蛍光体部材１、二次蛍光体部材２は、図１（ａ）の態様では、それぞれ板状の部材
として形成されており、これらが２層の状態になって、ＧａＮ系ＬＥＤが実装されたステ
ム５０の開口を塞いでいる。
　また、図１（ｂ）の態様では、一次蛍光体部材１、二次蛍光体部材２は、ドーム形の樹
脂モールドとして形成され、ＧａＮ系ＬＥＤとステム５０を２重に被覆している。
　これらの態様では、一次、二次のいずれの蛍光体部材も、透明樹脂製の基材中に、微粒
子状とされた蛍光体が分散した構成となっている。
　また、一次蛍光体部材が励起光源側、二次蛍光体部材が外界側（出射側）となるように
積層されており、原励起光の光が二次蛍光体による吸収・散乱を受けることなく、先ず一
次蛍光体に到達するため、変換効率が良い。
　ＧａＮ系発光素子がフリップチップ実装型の素子である場合、一次蛍光体部材、二次蛍
光体部材を発光素子の結晶基板の裏面に直接的にカスケード励起可能に２層に配置しても
よい。
　一次蛍光体部材、二次蛍光体部材をそれぞれどのように形成するかは限定されず、モー
ルドタイプ、板状タイプ、反射面や透明基材の上へコーティングしたものなどを、自由に
組み合わせて構成すればよい。本発明の発光装置は、ＧａＮ系半導体素子を複数並べて実
装したものを励起光源とすることで、大型化することができるが、このように大型化する
場合には、一次蛍光体部材や二次蛍光体部材を板状タイプまたは、透明基材にコーティン
グしたものとすることが好ましい。
【００２５】
　また、本発明の発光装置は、励起光源であるＧａＮ系発光素子からの光を板状、棒状、
ファイバ状等の導光体を介して蛍光体部材に導く構成としてもよく、また、一次蛍光体部
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材から出る一次蛍光を、かかる導光体によって二次蛍光体部材に導く構成としてもよい。
【００２６】
　二次蛍光体が一次蛍光のみならず原励起光によっても励起され二次蛍光を発するような
態様は、次の点で好ましくない。
　即ち、二次蛍光体が原励起光によっても励起され得る場合、二次蛍光体に原励起光と一
次蛍光の両方が到達したとき、その割合によって、二次蛍光体が発生する蛍光（原励起光
により励起されて発生する蛍光と、一次蛍光により励起されて発生する蛍光の総和）の強
度が変わるため、二次蛍光体の発光強度が一次蛍光体の空間分布に大きく影響を受けるこ
とになり、出力光の成分を安定させるための制御が困難となるからである。
【００２７】
　二次蛍光体が原励起光によって励起されて発光することのないように構成するには、（
あ）二次蛍光体に原励起光が殆ど到達しないようにすることや、（い）二次蛍光体自体を
、原励起光によって励起されない材料とすることなどが挙げられる。
　上記（あ）を達成するための構成としては、次の（ａ）および／または（ｂ）の構成が
例示される。
　（ａ）励起光源と二次蛍光体部材との間に一次蛍光体部材を配置し、原励起光が該一次
蛍光体部材において実質的に全て一次蛍光に変換されるように、一次蛍光体部材に含まれ
る一次蛍光体の量を調節する構成。
　（ｂ）一次蛍光体部材と二次蛍光体部材との間に、一次蛍光は透過するが、原励起光は
吸収または反射するフィルタ層を配置する構成。
【００２８】
　図３は、ＧａＮ系ＬＥＤが実装されたステムに対して、一次蛍光体部材、二次蛍光体部
材を配置する際の他の構成例を示す模式図である。
　図３（ａ）の例では、図１（ａ）の態様と同様に、板状の一次蛍光体部材１、二次蛍光
体部材２が２層の状態になって、ステム５０の開口を塞いでいるが、一次蛍光体部材１、
二次蛍光体部材２の積層順序が、図１（ａ）の態様とは逆になっている。原励起光Ｌは、
いったん二次蛍光体部材２を通過して一次蛍光体部材１に入り、そこで発生した一次蛍光
の一部は外界へ出力され、一部は二次蛍光体部材２に入り、そこで二次蛍光Ｌ２が発せら
れる。
　このような構成では、二次蛍光体として、原励起光によって励起されない性質を有する
物質を用いることが好ましく、これによって、より多くの量の原励起光を外側の一次蛍光
体部材に入射させることができる。
【００２９】
　図３（ｂ）の例では、一次蛍光体部材１ａ、二次蛍光体部材２ａが板状を呈しかつ積層
された状態となっているが、透明基板３の一方の主面に一次蛍光体１ａ、二次蛍光体２ａ
が薄くコーティングされた構成となっている。
　図３（ｃ）の例では、透明基板３の内側の主面に一次蛍光体部材層１ａがコーティング
され、外側の主面に二次蛍光体部材層２ａがコーティングされている。
　これら図３（ｂ）、（ｃ）の構成は、図１に対する図３（ａ）のように、一次蛍光体部
材層と二次蛍光体部材層の積層順または位置が逆であってもよい。
【００３０】
　図４（ａ）の例では、一次蛍光体部材１は、図１（ａ）の例と同様に、基材中に一次蛍
光体を分散させた板状物であるが、その板面に複数の細かい凹部が形成され、その内部に
二次蛍光体部材２が充填された態様となっている。この態様は、二次蛍光体部材層が、上
記凹部が形作るパターンとして配置されたものということができる。
　このように二次蛍光体部材層を細分化されたパターンとして配置する態様は、板状の蛍
光体部材において、意図した面内分布パターン（均等なパターン、偏ったパターン）にて
二次蛍光体を自在に分布させることができ、また、複数の二次蛍光体を分散させる場合の
、各二次蛍光体の量的比率も面内で自在に制御することができるなど、特別な作用効果を
有する。この態様については、より詳しく、後述する。
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【００３１】
　図４（ｂ）の例では、一次蛍光体部材１は、図１（ｂ）の例と同様にドーム形の樹脂モ
ールドとして形成され、ＧａＮ系ＬＥＤとステム５０を被覆している。一方、二次蛍光体
部材２は、図１（ａ）の例と同様に板状の部材として形成されており、ＧａＮ系ＬＥＤが
実装されたステム５０の開口を塞いでいる。
【００３２】
　図４（ｃ）の例では、一次蛍光体部材１は、ステムの漏斗状（パラボラ状）の反射面上
にコーティングされており、そこで発生した一次蛍光Ｌ１は上方へと向かう構成となって
いる。二次蛍光体部材２は、図４（ｂ）の例と同様に板状の部材として形成されており、
ＧａＮ系ＬＥＤが実装されたステム５０の開口を塞いでいる。
　一次蛍光体部材１と二次蛍光体２とは、互いに入れ替えてもよい。
【００３３】
　図５の例では、一次蛍光体部材１は、図４（ｃ）の例と同様にステムの反射面上にコー
ティングされているが、さらにその下層側に二次蛍光体部材２がコーティングされている
。また、一次蛍光体部材１は、図４（ｂ）の例と同様に板状の部材としても形成され、ス
テム５０の開口を塞いでいる。原励起光Ｌのうち上方へ向かった光は、ステム開口におい
て板状の一次蛍光体部材１によって一次蛍光Ｌ１へと変換される。また、原励起光Ｌのう
ちステムの反射面へ向かった光は、先ず一次蛍光体によって一次蛍光Ｌ１へと変換され、
さらに下層側（内部）へと進んだ一次蛍光Ｌ１は二次蛍光Ｌ２へと変換され、その二次蛍
光Ｌ２が表層の一次蛍光体部材１を透過し、上方へと向かう。
【００３４】
　本発明では、一次蛍光体部材と二次蛍光体部材とによってカスケード励起を行っている
が、原励起光、一次蛍光を、出力光として用いるかどうかは用途に応じて自由に選択して
よい。
　原励起光を紫外光として、これを出力光としては用いないようにする一方、一次蛍光を
青色光として、これを出力光としかつ二次蛍光体の励起光とする組み合わせが好ましい態
様として挙げられる。この場合、二次蛍光体として、赤色蛍光体と緑色蛍光体とを少なく
とも用いれば、白色光を出力することができる。
　また、二次蛍光体として黄色蛍光体を用い、青色光（一次蛍光）と黄色光（二次蛍光）
とによる擬似白色光を出力する構成としてもよい。擬似白色光に赤色蛍光体や緑色蛍光体
をさらに加えて演色性を向上させる場合には、これら赤色蛍光体や緑色蛍光体などは、一
次蛍光体および二次蛍光体のいずれに含めてもよい。
　本発明の発光装置において、一次蛍光体は、必ずしも１種類である必要はなく、二次蛍
光体の励起に関係しない蛍光を発する蛍光体が含まれていてもよい。
【００３５】
　図４（ａ）の例で概略的に説明した、二次蛍光体部材層を細分化されたパターンとして
配置する態様について、より詳しく説明する。
　図６（ａ）は、図４（ａ）の態様を上方から見たときの斜視図であって、二次蛍光体部
材層２が板状の一次蛍光体部材１の表面に、細かい方形状領域が離間的に並んだパターン
として配置されている。換言すれば、一次蛍光体部材１の表面は複数の小領域に区分され
、該小領域毎に、二次蛍光体２０の配置の有無が選択されている。ここで、小領域毎に二
次蛍光体２０の種類が選択されてもよい。これによって、二次蛍光体部材層２は、一次蛍
光体部材１の表面に細分化されたパターンとして配置された構成となっている。
【００３６】
　また、図６（ｂ）の例では、二次蛍光体部材層２は、一次蛍光体部材１とは独立した基
板２１の主面にコーティングされている。該基板２１は一次蛍光が照射され得る位置に配
置される。二次蛍光体部材層２は、基板２１の基板面のうち、一次蛍光が照射され得る被
照射面上に、細かい方形状領域が離間的に並んだパターンとして配置されている。同図の
例は、被照射面に対して基板２１を通して一次蛍光が照射される構成であって、基板２１
は一次蛍光が透過できるよう透明である。
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　以下、図６（ａ）の例においても、一次蛍光体部材の表面のうち、一次蛍光が照射され
かつ二次蛍光体部材層を配置する面を「被照射面」と呼ぶ。
【００３７】
　二次蛍光体部材層を細分化されたパターンとして配置する態様（以下、「蛍光体細分化
配置」と略す）は、次の作用効果を示す。
　例えば、図１の態様のように、二次蛍光体部材が粒子状の蛍光体を樹脂基材中に分散さ
せた一つの塊状物である場合、二次蛍光体部材に一次蛍光が入射した後、二次蛍光体部材
から一次蛍光と二次蛍光とがどのような比率で出てくるかは、主として樹脂基材中の二次
蛍光体微粒子の空間的な分布（前述の通り、これらは二次蛍光体微粒子の粒度、樹脂基材
に対する配合比率などに影響される）で制御されることになる。
　これに対して、図６（ａ）、（ｂ）に例示するように、二次蛍光体部材層を細分化され
たパターンとして配置することによって、次の作用効果が得られる。
　（ａ）二次蛍光体の種類が複数種あっても、各二次蛍光体を含む二次蛍光体部材層が被
照射面内において形成するパターンを制御することで、被照射面内における、各二次蛍光
体の分布（均等な分布、偏在する分布）や、各二次蛍光体の量的比率（均等な比率、異な
る比率）を制御することができる。同様に、二次蛍光体が一種類だけの場合でも、前記の
ように、被照射面内におけるその分布のしかたを自在に制御することができる。
　（ｂ）二次蛍光体部材層が形成された領域同士の間に、二次蛍光体部材層が存在しない
隙間領域が形成されるので、この隙間領域を、確実に、被照射面内に二次蛍光体が存在し
ない領域（励起光や一次蛍光が二次蛍光体の影響を実質的に受けることなく通過し得る領
域）とすることができる。このような作用効果は、被照射面に入射する原励起光や一次蛍
光の一部を通過させて出力光とする場合に顕著に有用となる。
【００３８】
　蛍光体細分化配置では、二次蛍光体部材が、励起光源から見て一次蛍光体部材の手前側
／背後側のどちらに配置してもよい。図６（ａ）、（ｂ）の例では、二次蛍光体部材２は
励起光源Ｓから見て一次蛍光体部材１の背後側に配置されている。また例えば図６（ｂ）
の例において、透明基板２１を裏返し、二次蛍光体部材２を励起光源Ｓから見て一次蛍光
体部材１の手前側に配置してもよい。
　前記の位置関係に加えて、蛍光体部材に対する原励起光の入射方向と、蛍光体部材から
出る出力光の取り出し方向との関係についても限定はない。図６（ａ）、（ｂ）の例にお
いて、少なくとも二次蛍光を含む出力光を、二次蛍光体部材層２が形成された面の側から
取り出すように発光装置を構成してもよいし、あるいは励起光源Ｓに面した側の面から取
り出す構成であってもよい。後者の場合、反射手段によって、励起光源Ｓから遠ざかる方
向に向かう出力光を、積極的に、励起光源Ｓの側に向けるようにしてもよい。
【００３９】
　二次蛍光体部材層を配置すべき被照射面は、当該発光装置の用途に応じて、平面であっ
ても、任意の曲面であってもよい。被照射面が単純な凹状、凸状曲面の場合、被照射面が
励起光の進行方向に向かって凸状であっても、凹状であってもよい。前記単純な凹状、凸
状曲面は、球状面であっても円柱の側面などであってもよい。
【００４０】
　二次蛍光体部材層を細分化されたパターンとして配置する際の、細分化の度合は、発光
装置から出射される二次蛍光、一次蛍光および／または原励起光が十分に混色され、出力
光に感知し得る色ムラが存在しなくなる段階まで細かくすることが好ましい。どの程度ま
での細分化が適当であるかは、当該発光装置の規模、細分化パターンの形成技術、当該発
光装置に含まれるレンズ等の光学部品や光学系の構成・特性、コスト、作用効果などを考
慮して決定すればよい。
【００４１】
　細分化パターンの代表的なタイプとして、単発的なドット状の領域が多数、規則的また
は不規則的に並んだパターン、細長く延伸する帯状の領域が多数、一定間隔または不定間
隔で並んだパターン、樹枝状、格子状、網目状等のパターン、これらが折衷または混合さ
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れたパターンなどが挙げられる。蛍光体毎に、領域の大きさ（ドット状領域の径、帯状領
域の幅、格子状・網目状を構成する線状領域の幅等）や存在数（ドット状領域の分散密度
、帯状領域の間隔、格子状・網目状の細かさ等）を選択することによって、出力光に含ま
れる各色の光の強度のバランスを細かく設定することが容易になる。
【００４２】
　ドット状領域の形状の代表的なものとしては、円形の他、三角形、四角形、六角形、ひ
し形、多角形、不定形、その他任意の形状であってよい。
　これらドット状領域の配置パターンは、細密的なもの、正方行列的なもの、特定の規則
にしたがって繰り返すもの、ランダムなものなど、用途に応じて選択すればよい。
【００４３】
　二次蛍光体部材層の形成密度は、用途に応じて意図的に偏在させてもよい。例えば、基
板面に円形ドット状の二次蛍光体部材層を配置するに際し、特定の部位（図の中心部。例
えば、励起光源の直上部位など）に局所的に高密度で配置し、周囲に広がるに従って配置
の密度を低くするなどである。このような偏在的な配置によって、二次蛍光体の濃度に変
化を持たせた構成と同じ作用効果（例えば、発光装置からの出力光を見る方向・角度によ
って光の色が変わるという問題の是正）を得ることができ、しかも、二次蛍光体部材層の
配置パターンや面積の大小を変えるだけで、容易にかつ自在に、被照射面内の二次蛍光体
の分布密度を制御することが可能になる。
【００４４】
　帯状領域の代表的な配置パターンとしては、平行ストライプ状の配置が挙げられるほか
、多重の同心円状、多条の渦巻き状、蛇行状、放射状などが挙げられ、いずれも局所的に
は縞状である。このような帯状領域は、途中で分岐したパターンであってもよい。
【００４５】
　二次蛍光体部材層をドット状に形成する場合、ドットの大きさは、装置全体の規模や照
射対象物との間の遠近によっても異なるが、例えば、素子外形０．３５ｍｍ×０．３５ｍ
ｍ程度のＧａＮ系発光素子１個を励起光源とし、これに１つの蛍光体部を対応させて発光
装置を構成し、その蛍光体部の被照射面を１辺５ｍｍ程度の正方形状の平面とし、二次蛍
光体部材層からなる正方形のドットと、同じ大きさで二次蛍光体を含まない正方形の隙間
領域とを、交互に、正方行列状に隙間無く配置する場合、該正方形の一辺の長さは０．０
１ｍｍ～１ｍｍ程度が好ましく、特に０．１ｍｍ～０．５ｍｍがより好ましい寸法の例で
ある。この場合、被照射面の全領域は５×５個～５００×５００個程度の区画（半数は二
次蛍光体を含む区画、半数は二次蛍光体を含まない区画）に分割されることになる。
　ドットの形状が円形や異形の場合でも、上記の正方形と等価な大きさとすればよい。
　また、二次蛍光体部材層を帯状に形成する場合には、個々の帯幅は０．０１ｍｍ～１ｍ
ｍ程度、特に０．１ｍｍ～０．５ｍｍが好ましい寸法である。
　なお、発光装置の用途において問題となる色ムラが生じなければ、前記正方形状のドッ
トの１辺の長さや、帯状領域の帯幅は特に制限されるものではなく、例えば大型の投光装
置等の用途であれば、１０ｍｍ程度またはそれ以上に大きくしてもよい。
【００４６】
　配置すべき二次蛍光体の種類が複数である場合、各二次蛍光体を含む二次蛍光体部材層
をそれぞれどのような細分化パターンとして配置し、各二次蛍光体部材層が占める面積を
どのようにするかは、出力光に含まれる各色の光の強度のバランスを考慮して、自由に選
択してよい。
【００４７】
　上記に例示した、二次蛍光体部材層を形成しない隙間領域を設けた構成では、一次蛍光
が隙間領域を通過し二次蛍光と共に出力光に含まれることになる。この態様によって、二
次蛍光体部材層からなるドットや帯状領域の形状、サイズ、分散密度をデザインするだけ
で、出射光に含まれる一次蛍光と二次蛍光の混合比率を簡単かつ正確に制御することがで
きる。
【００４８】
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　二次蛍光体部材層を細分化されたパターンとして配置する方法としては、二次蛍光体微
粒子を分散した塗料組成物を作製し、所定面上に、オフセット印刷、スクリーン印刷、イ
ンクジェット印刷などで所定のパターンとして印刷する方法や、フォトリソグラフィ技術
を用いたマスクプロセスによって、所定形状にパターニングされた蛍光体薄膜を所定面上
に形成する方法が挙げられる。
【００４９】
　上記では二次蛍光体部材層を細分化パターンとして配置する例を説明したが、他方、複
数の一次蛍光体を用いる場合に、異なる一次蛍光体を含む一次蛍光体部材を相互に独立し
た部材として形成し、その一部または全部を、原励起光の照射を受ける面内に細分化パタ
ーンとして形成された層状体として配置してもよい。この場合、二次蛍光体部材の形状や
配置は特に限定されるものではないが、細分化パターンとして配置された一次蛍光体部材
層のうち、カスケード励起に関与する一次蛍光体部材を含む層の上または下に、該一次蛍
光体部材層と同一のパターンとして二次蛍光体部材層を積層配置すると、カスケード励起
の効率が良好となり、好ましい。
【００５０】
　一次蛍光体部材、二次蛍光体部材は、粒子状の蛍光体を透明媒体中に分散させた配合物
で形成された部材であってもよいし、粒子状の蛍光体が基材上に付着されてなる部材であ
ってもよく、また、単体で部材を構成し得る蛍光体の場合は、蛍光体だけで形成された部
材であってもよい。単体で部材を構成し得る蛍光体とは、例えば、化学気相成長法、スパ
ッタリング法、真空蒸着法等の気相製膜法や、溶剤キャスティング法、ゾル－ゲル法など
によって（薄）膜状に形成し得る蛍光体、溶融成形や粉末成形によって成形体とし得る蛍
光体である。
　基板上に蛍光体部材層を配置する場合、蛍光体を板面から盛り上がる様に配置してもよ
いし、図４（ａ）に示すように、基板（この場合は一次蛍光体部材が基板となっている）
の板面に凹部を形成し、該凹部に二次蛍光体部材を充填する態様などが挙げられる。
　基板の材料は、原励起光や一次蛍光が該基板を通過する装置構成とするならば、当該光
が透過し得る材料を用いるべきであり、例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ポリカ
ーボネート、フッ素樹脂、各種の無機ガラスなどが好ましい材料として挙げられる。
【００５１】
　青色蛍光体としては、例えば、〔（Ｍ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ〕、〔（
Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７:Ｅｕ〕、〔Ｃａ２Ｂ５Ｏ９Ｃｌ：Ｅｕ〕、〔Ｍ３Ｍｇ
Ｓｉ２Ｏ８：Ｅｕ〕、〔Ｍ２ＭｇＳｉ２Ｏ７：Ｅｕ〕、〔ＣａＭｇＳｉ２Ｏ６：Ｅｕ〕、
〔Ｓｒ５Ｃｌ（ＰＯ４）３：Ｅｕ〕および〔ＺｎＳ：Ａｇ〕（但し、ＭはＣａ，Ｓｒ，Ｂ
ａの少なくとも１種である）から選ばれる１種類以上の蛍光体が挙げられる。
【００５２】
　二次蛍光体としては、出力光として必要な種類の色を発する蛍光体であり、かつ一次蛍
光によって励起される性質を有するものを選択すればよい。
　例えば、青色蛍光体によって励起され得る赤色蛍光体としては、〔Ｌｎ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ
（Ｌｎ＝Ｙ，Ｌａ，Ｇｄ，Ｌｕ）〕、〔（ＺｎａＣｄ１－ａ）Ｓ：Ａｇ，Ｃｌ、（０．５
＞ａ＞０．２）〕、〔ＲＥｕＷ２Ｏ８〕、〔Ｍ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ〕、〔３．５ＭｇＯ・
０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ〕、及び〔（Ｃａ，Ｓｒ）Ｓ：Ｅｕ〕（但し、ＭはＣａ
，Ｓｒ，Ｂａのうちの少なくとも１種であり、ＲはＬｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｒｂ，Ｃｓのうちの
少なくとも１種である）から選ばれる１種類以上の蛍光体が挙げられる。
【００５３】
　また、青色蛍光体によって励起され得る緑色蛍光体としては、〔（ＺｎａＣｄ１－ａ）
Ｓ：Ｃｕ，Ａｌ、（１≧a＞０．６）〕、〔（ＺｎａＣｄ１－ａ）Ｓ：Ａｕ，Ａｌ、（１
≧ａ＞０．６）〕、〔（ＺｎａＣｄ１－ａ）Ｓ：Ａｇ，Ｃｌ、（１≧ａ＞０．６）〕、〔
（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ〕、〔ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ〕、〔Ｓｒ

４Ａｌ１４Ｏ２５：Ｅｕ〕および〔ＭＧａ２Ｓ４：Ｅｕ〕（但し、ＭはＣａ，Ｓｒ，Ｂａ
のうちの少なくとも１種である）から選ばれる１種類以上の蛍光体が挙げられる。
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【００５４】
　本発明者等の研究によれば、ＺｎａＣｄ１－ａＳを母材とした緑色蛍光体（ＺｎＳ系蛍
光体）は、空気中の水分と、発光素子からの短波長光との相乗作用によって黒く変色する
という問題を有している。
　この変色のため、ＺｎＳ系蛍光体を用いた白色発光装置は、経時的に緑色光の成分が低
下し、演色性や輝度が低下することがわかった。
　この問題を解消し、経時的に安定した信頼性ある緑色蛍光体を用いることを検討したと
ころ、経時的な安定性については、〔（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ〕
などの酸化物系蛍光体がより好ましいことがわかった。
　ところが、該酸化物系蛍光体は、材料の安定性（信頼性）の面ではＺｎＳ系蛍光体より
も優れているが、その発光特性（発光スペクトル）を調べたところ、発光スペクトルの半
値巾が狭い為、長い波長側の成分である５４０ｎｍ付近～６５０ｎｍの成分が、黒変する
前のＺｎＳ系蛍光体と比べて欠落していることがわかった。
【００５５】
　そこで、本発明では、緑色蛍光体として上記〔（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅ
ｕ，Ｍｎ〕などの酸化物系蛍光体を用い、これに黄色蛍光体を追加する構成を推奨する。
　これによって、緑色光において欠落する長い波長側の成分を黄色光によって補うことが
でき、優れた安定性（信頼性）と、優れた演色性とが両立した、好ましい白色発光装置が
得られる。
【００５６】
　黄色光とは、波長４２０ｎｍ付近～７５０ｎｍ付近の範囲内に発光分布をもつ光である
。
　黄色蛍光体は、一次蛍光体（青色蛍光体）から発せられる光によって励起される材料で
あることが好ましい。そのような蛍光体材料としては、〔（Ｙ、Ｇｄ）３（Ａｌ、Ｇａ）

５Ｏ１２：Ｃｅ〕、〔ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ〕、〔（Ｙ、Ｇｄ、Ｓｃ）－Ａｌ－Ｏ－Ｎ：
（Ｅｕ、Ｃｅ）〕から選ばれる１種類以上の蛍光体が挙げられる。
　黄色蛍光体として〔（Ｙ、Ｇｄ）３（Ａｌ、Ｇａ）５Ｏ１２：Ｃｅ〕を用いる場合、該
材料は波長　４００ｎｍ～５５０ｎｍの発光分布を持つ青色光によって励起されるので、
青色蛍光体として〔（Ｂａ，Ｓｒ）ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ〕を用いることが好ましい
組み合せとなる。
【００５７】
　図７のグラフは、ＧａＮ系発光素子の主発光波長を３９５ｎｍとし、一次蛍光体として
青色蛍光体〔（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ〕を用い、二次
蛍光体として、赤色蛍光体〔ＬｉＥｕＷ２Ｏ８〕、緑色蛍光体〔ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７

：Ｅｕ，Ｍｎ〕、黄色蛍光体〔（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ〕を用いた場合の、白
色光出力（青色光、赤色光、緑色光、黄色光）のスペクトルを示すグラフ図である。
　同図のグラフから明らかなとおり、緑色光において欠落した長波長側の成分が黄色光に
よって補われており、好ましい白色光となる。
【００５８】
　蛍光体層は、蛍光体の微粒子を透明媒体（樹脂、低融点ガラス等）に分散した層として
もよいし、化学気相成長法、スパッタリング法、真空蒸着法等により薄膜として形成して
もよい。これらの組み合わせであってもよい。
【００５９】
　カスケード励起に係わる一次蛍光体と二次蛍光体は各一種類に限定されない。例えば、
（１つの一次蛍光体と、複数の二次蛍光体とによるカスケード励起）、（複数の一次蛍光
体と、１つの二次蛍光体とによるカスケード励起）、（複数の一次蛍光体と、複数の二次
蛍光体とによるカスケード励起）などが挙げられる。制御性の面からはより単純な系とす
る方が好ましい。
【００６０】
　１つの発光装置内に、互いに異なるカスケード励起系が２つ以上存在してもよい。例え
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ば、青色蛍光体（一次）と黄色蛍光体（二次）とによるカスケード励起系と、緑色蛍光体
（一次）と赤色蛍光体（二次）とによるカスケード励起系を同時に有する等である。
【００６１】
　カスケード励起に関与しない蛍光体（原励起光により励起される蛍光体で、他の蛍光体
を励起する一次蛍光を発生しないもの）は、原励起光が到達する蛍光体部材に添加すれば
よく、その場合、カスケード励起に関係する一次蛍光体部材、二次蛍光体部材とは別体と
なった蛍光体部材に添加してもよい。
【実施例】
【００６２】
実施例１
　本実施例では、図１（ａ）に類する構造にて、励起光源としてＩｎＧａＮを発光部材料
とした近紫外ＬＥＤと、青色蛍光体を含んだ一次蛍光体部材と、赤色蛍光体、緑色蛍光体
を含んだ二次蛍光体部材とを組み合わせ、白色光を出力する発光装置を実際に製作し、そ
の性能を評価した。
【００６３】
〔近紫外ＬＥＤの主な仕様〕
　発光波長ピーク：３８２ｎｍ。
　発光部の構造：ＩｎＧａＮ井戸層／ＧａＮ障壁層を６ペア積層したＭＱＷ構造。
　転位密度低減化の手法：サファイア基板上にストライプ状の凹凸を加工し、各凹部底面
・凸部上面にＧａＮ系結晶をファセット成長させたのち、横方向成長を優勢にさせて平坦
化する、所謂ファセットＬＥＰＳ法。
　ベアチップの外形：３５０μｍ×３５０μｍ方形。
　実装方式：フリップチップ
　ベアチップ状態での発光出力：通電電流２０ｍＡにおいて６．５ｍＷ
【００６４】
〔蛍光体の主な仕様〕
　青色蛍光体：（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）１０（ＰＯ４）６Ｃｌ２：Ｅｕ
　赤色蛍光体：Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ
　緑色蛍光体：ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎ
【００６５】
〔発光装置の作製工程の概要〕
　近紫外ＬＥＤを配置するための配線パターンが形成された絶縁性基体と、近紫外ＬＥＤ
を取り囲む枠状の反射部材とを有する筐体を用意した。
　該筐体内の配線パターンに、Ａｇペースト等の導電性接着剤を介して、近紫外ＬＥＤを
実装した。
　筐体内にシリコーン樹脂を充填して（図１（ａ）には充填樹脂は特に示していない）、
近紫外ＬＥＤを被覆し、さらに加熱することによって該樹脂を硬化させ、内部層を形成し
た。
【００６６】
　次に、青色蛍光体を含有するシリコーン樹脂（上記内部層と同じ材料からなる樹脂）を
平滑な基板上に厚膜状に形成し、加熱して硬化させた後、基板上から剥がしてフィルム状
の一次蛍光体部材とした。
　内部層のシリコーン樹脂と同じ材料樹脂を接着剤として介在させて、前記一次蛍光体部
材を、内部層の上面に取り付けた。
【００６７】
　一次蛍光体部材の形成法と同様に、赤色蛍光体と緑色蛍光体とを含有するシリコーン樹
脂を、平滑な基板上に厚膜状に形成し、加熱してフィルム状に形成し、二次蛍光体部材と
した。
　内部層と同一のシリコーン樹脂と同じ材料樹脂を接着剤として介在させて、図１（ａ）
に示すように、二次蛍光体部材２を一次蛍光体部材１の上面に取り付け、本実施例の発光
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装置を得た。評価は、後述する。
【００６８】
比較例１
　従来の発光装置として、図８（ａ）に示す発光装置を製作し比較例１として、上記実施
例１と同様に性能を評価した。
〔比較例品の仕様〕
　筐体、近紫外ＬＥＤ、蛍光体は、上記実施例１と同様のものを用いた。
　筐体内の配線パターンに、導電性接着剤（Ａｇペースト）を介して、近紫外ＬＥＤを実
装した。
　硬化前の液状のシリコーン樹脂に、上記実施例１で用いた青色蛍光体、赤色蛍光体、緑
色蛍光体を含有させ攪拌し、均一に分散させた。
　ディスペンサーを用いて、前記３種類の蛍光体を含有したシリコーン樹脂を、筐体内に
充填して、近紫外ＬＥＤを被覆し、１５０℃、１０分間の加熱によって硬化させ、比較例
１の発光装置を得た。
【００６９】
〔評価〕
　本実施例１の発光装置と、比較例１の発光装置とを、それぞれ１１個ずつ作製し、出力
光の色温度のバラツキについて評価した。
　それぞれのサンプルについての出力光の色温度の測定結果を表１に示す。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　上記表１から明らかなとおり、比較例１の発光装置における色温度のバラツキは±３０
０〔Ｋ〕であったが、実施例１の発光装置における色温度のバラツキは±５０〔Ｋ〕であ
った。
　即ち、本発明の発光装置は、一次蛍光体部材と二次蛍光体部材とが互いに異なる空間領
域に分かれて独立的に存在するように、互いに別の部材として配置されているので、発光
装置の出力光に含まれる主要波長成分毎の強度の比率をより安定させることができ、出力
光の色温度のバラツキを有効に抑制できていることがわかった。
【００７２】
実施例２
　本実施例では、図１（ａ）に示した構造にて、青色蛍光体、赤色蛍光体、緑色蛍光体と
を含んだ一次蛍光体部材と、黄色蛍光体を含んだ二次蛍光体部材とを組み合わせ、色特性
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と演色性に優れる白色光を出力する発光装置を実際に製作した。
　シリコーン樹脂中に、青色蛍光体、赤色蛍光体、緑色蛍光体を分散させて一次蛍光体部
材としたこと、および、シリコーン樹脂中に黄色蛍光体を分散させて二次蛍光体部材とし
たこと以外は、筐体、近紫外ＬＥＤ、青色蛍光体、赤色蛍光体、緑色蛍光体など、各材料
、各部の構成、製作工程は、全て上記実施例１と同様である。また、黄色蛍光体は〔Ｙ３

Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ〕である。
　評価は、後述する。
【００７３】
　比較例２
　実施例２に対する従来の発光装置として、図８（ａ）に示す発光装置を製作し、当該発
光装置の性能を評価した。
　筐体、近紫外ＬＥＤ、蛍光体は、上記実施例１と同様のものを用いた。
　筐体内の配線パターンに、導電性接着剤（Ａｇペースト）を介して、近紫外ＬＥＤを実
装した。
　硬化前の液状のシリコーン樹脂に、上記実施例１で用いた青色蛍光体、赤色蛍光体、緑
色蛍光体と、上記実施例２で用いた黄色蛍光体とを含有させ攪拌し、均一に分散させた。
　ディスペンサーを用いて、前記４種類の蛍光体を含有したシリコーン樹脂を、筐体内に
充填して、近紫外ＬＥＤを被覆し、１５０℃、１０分間の加熱によって硬化させ、比較例
２の発光装置を得た。
【００７４】
〔評価〕
　実施例２の発光装置と、比較例２の発光装置とを、それぞれ１１個ずつ作製し、出力光
の色温度のバラツキについて評価した。
　それぞれのサンプルについての出力光の色温度の測定結果を表２に示す。
【００７５】
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【表２】

【００７６】
　上記表２から明らかなとおり、比較例２の発光装置における色温度のバラツキは±５０
０〔Ｋ〕であったが、実施例２の発光装置における色温度のバラツキは±１００〔Ｋ〕で
あった。
　比較例２では、シリコーン樹脂内における、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体と、
黄色蛍光体（青色蛍光体の蛍光により励起され発光する）との分散状態により、発光装置
の出力光に含まれる主要波長成分毎の強度の比率が不安定となり、色温度にバラツキが生
じている。即ち、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体は、近紫外ＬＥＤからの光によっ
て励起され蛍光を出力する。一方、黄色蛍光体は、シリコーン樹脂内部に分散した青色蛍
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光体からの蛍光によって励起され蛍光を出力する。この為、シリコーン樹脂内における青
色蛍光体と黄色蛍光体の分散状態や配置状態によって、青色蛍光体と黄色蛍光体の光出力
が大きく異なり、その結果、光強度にバラツキが生じたと考えられる。
　これに対し実施例２の発光装置では、一次蛍光体部材内の青色蛍光体の蛍光により励起
される、緑色蛍光体、赤色蛍光体の発光強度は小さく、従って、一次蛍光体部材から出力
される青色蛍光体の発光強度は安定している。その結果、発光強度の安定した青色蛍光を
、二次蛍光体部材に入力できることから、該青色蛍光により励起される黄色蛍光体の光出
力も安定している。即ち、実施例２の発光装置では、青色蛍光体と黄色蛍光体とが互いに
異なる空間領域に分かれて独立的に存在するように、互いに別の部材として配置されてい
るので、一次蛍光体部材から出力される青色蛍光の強度を安定させることができるととも
に、青色蛍光により励起される黄色蛍光体の発光出力も安定させることができる。従って
、発光装置の出力光に含まれる主要波長成分毎の強度の比率をより安定させることができ
、出力光の色温度のバラツキを有効に抑制できたと考えられる。
　さらに、本実施例２の発光装置の演色性について平均演色指数Ｒａを測定した結果、Ｒ
ａが９０以上であることを確認した。
　以上の結果から、本発明の発光装置は、出力光の色温度のバラツキがより安定している
とともに、照明装置や医療用光源として最適な演色性に優れる発光装置となっていること
がわかった。
【００７７】
実施例３
　上記実施例２において、黄色蛍光体を分散させた蛍光体部材をフィルム状として形成す
る代わりに、インクジェット印刷法により、黄色蛍光体を含む層を、細かいドット状領域
が多数分散したパターンとして形成した（詳細なパターン形成工程自体については、例え
ば、特開２００４－８００５８号公報に記載されたとおりである）。
　インクジェット印刷のパターンを変化させることにより、ドット状領域の分布密度を変
化させたところ、得られた発光装置から出力される光の色温度が５５００Ｋ～６５００Ｋ
の範囲で変化した。
　これは、黄色蛍光体の分布が変わったことによって、出力光に含まれる一次蛍光と二次
蛍光の比率が変化したためである。
　これによって、ドットの分布密度を、印刷パターンの変更として変えることで、容易に
出力光の色調を制御できることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明による発光装置の構成によって、カスケード励起を行うよう蛍光体を配置した構
成でありながら、出力光に含まれる主要波長成分毎の強度の比率を、製品毎に、より安定
させることが可能になった。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明による発光装置の構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明による発光装置を構成するために用いられるＧａＮ系発光素子の素子構造
の一例を示す模式図である。
【図３】本発明による発光装置の他の構成例を示す図であって、ＧａＮ系ＬＥＤが実装さ
れたステムに対して、一次蛍光体部材、二次蛍光体部材を配置する際の他の構成例を模式
的に示している。
【図４】本発明による発光装置のその他の構成例を示す図である。
【図５】本発明による発光装置のその他の構成例を示す図である。
【図６】図４（ａ）の態様を上方から見たときの斜視図であって、二次蛍光体部材が板状
の一次蛍光体部材の表面に細分化されたパターンとして配置されている状態を見せている
。
【図７】本発明による発光装置の一構成例として、赤色蛍光体、緑色蛍光体、青色蛍光体
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、黄色蛍光体を用いて作り出した白色光のスペクトルを示すグラフである。
【図８】従来の発光装置、特にカスケード励起を行っている発光装置の構成を模式的に示
す図である。
【符号の説明】
【００８０】
　Ｓ　　　窒化物半導体発光素子
　Ｌ　　　励起光
　１　　　一次蛍光体部材
　１０　　一次蛍光体
　Ｌ１　　一次蛍光
　２　　　二次蛍光体部材
　２０　　二次蛍光体
　Ｌ２　　二次蛍光

【図１】 【図２】
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